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「令和３年度第２回宮城地方労働審議会」を開催します 

令和４年度宮城労働局行政運営方針を審議  

 
                         

宮城労働局（局長 小林 健）は、令和４年度宮城労働局行政運営方針を審議する

ため、下記により令和３年度第２回宮城地方労働審議会を開催いたします。 

 

 

１ 開催日時  令和４年３月１０日（木） 

午前１０時 ～ １２時 

 

２ 場  所  仙台第四合同庁舎 ２階 共用会議室 

（仙台市宮城野区鉄砲町１番地） 

 

３ 議  題 （１）宮城県電気機械器具製造業最低工賃専門部会の報告について 

（２）第１４次最低工賃新設・改正計画に関する報告について 

（３）令和４年度 宮城労働局における労働行政運営方針について 

（４）その他 

 

〔記者の皆様へ〕 

※ 記者席を御用意しております。取材を希望される場合には、事前に当室（最上又は伊藤）まで御連

絡をお願いいたします。取材される際の留意事項については裏面を御覧ください。 

 

公開 

冒頭のみ撮影可 
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ひと、くらし、みらいのために 



 

取材時における留意事項について 

 

 

 

 取材に際しては、次の事項に御留意願います。 

 

 

１ 審議会の開催場所は、仙台第四合同庁舎（仙台市宮城野区鉄砲町１番地）

２階共用会議室です。 

 

２ 駐車場は合同庁舎南側にあります。駐車場係（警備員）から駐車券を受

け取り、受付後に事務局あてお渡しください。駐車券に押印します（無料）。 

   

３ 正面玄関（国道４５号線側）のホールにある庁舎管理室の受付において、

所属、氏名等を記帳し、入館用のカードを受け取ってください。 

 

４ 指定された場所以外の立入りは御遠慮ください。 

 

５ カメラ撮影は冒頭（審議前）までとさせていただきます。 

 

６ カメラの位置等については、宮城労働局の職員と調整をお願いします。 

 

７ 腕章等プレス関係者であることを明示するものの着用をお願いします。 

 

８ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、体調の優れない方は入庁を御

遠慮願います。 

また、庁舎内はマスクの着用をお願いします。 

 

９ その他宮城労働局の職員の指示に従っていただくようお願いします。 

 

 

 

【担当】：宮城労働局雇用環境・均等室 最上 

    電 話 ０２２－２９９－８８４４ 

    ＦＡＸ ０２２－２９９－８８４５ 


